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　Kobe University Hospital created a simplified 14-item protocol for resolving out-of-hospital prescription queries. 
The protocol was implemented in September 2016 in nine community pharmacies. If prescriptions were changed as per 
the new protocol or via typical query procedures, we asked community pharmacies to fax the changed prescriptions, 
and the hospital pharmacists, rather than medical doctors, modified the prescription history. To evaluate the effects of 
this simplified protocol, we examined the number of changed outpatient prescriptions and administered questionnaire 
surveys to community pharmacists and hospital-based medical doctors. The ratio of changed to total outpatient 
prescriptions decreased in January 2017 (4.1％) compared with those in September 2016 (6.4％). Ultimately, more than 
half of all outpatient prescriptions were changed by the protocol. Drug brand name changes accounted for 52％ of 
the total changes during both September 2016 and January 2017, but the proportion of residual medicine adjustment 
increased from 12％ in September 2016 to 26％ in January 2017. Due to the questionnaire survey, 33％ of surveyed 
medical doctors indicated that they knew or had heard of the protocol, and 54％ responded that the protocol decreased 
the burden of addressing outpatient prescription queries. The community pharmacies reported that the burden of 
clarifying outpatient prescription queries decreased. In conclusion, implementation of the simplified protocol for 
outpatient prescription queries improved medical efficiency and may help promote cooperative streamlining of 
community patient pharmaceutical care services. 

　Key words ――  out-of-hospital prescription, simplification of prescription query, modification of prescription history 
by pharmacists, PBPM

緒　　言

厚生労働省に設置された「チーム医療推進に関
する検討会」の報告書（平成 22 年 3 月 19 日）を
踏まえて，平成 22 年 4 月 30 日に厚生労働省医政
局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチー
ム医療の推進について」が発出された．1）このな
かで，日本の関係法令に照らして薬剤師を積極的

に活用することが可能な業務の 1 つとして，「薬
剤の種類，投与量，投与方法，投与期間等の変更
や検査のオーダについて，医師・薬剤師等により
事前に作成・合意されたプロトコールに基づき，
専門的知見の活用を通じて，医師等と協働して実
施すること」が推奨されている．日本病院薬剤師
会では，これをプロトコールに基づく薬物治療管
理（ protocol based pharmacotherapy management: 
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PBPM）と命名し，PBPM の実践は薬物治療の質
の向上や安全性の確保，さらには医師等の業務負
担軽減に寄与し，チーム医療の発展に貢献すると
されている（平成 28 年 3 月 31 日，「プロトコー
ルに基づく薬物治療管理（PBPM）の円滑な進め
方と具体的実践事例（Ver.1.0）」（一般社団法人日
本病院薬剤師会））．

超高齢社会を迎えた我が国では，地域包括ケア
を推進するために病院と保険薬局における連携が
ますます重要になってきており，お薬手帳の電子
化や連携ツールとしての活用事例，2, 3）特定の疾患
患者の情報を病院から保険薬局に提供するための
テンプレートの作成，4）レセプトを基盤としたネッ
トワークの構築 5）など様々な取り組みが報告され
ている．なかでも，病院から保険薬局への患者情
報の伝達や，保険薬局で得られた服薬状況等の情
報を病院へフィードバックする，FAX 等を活用
した手軽な双方向性の情報共有ツールとして，服
薬情報提供書（トレーシングレポート）が注目さ
れている．6, 7）

当院では，これまで院外処方せんに関する疑義
照会は処方医師と保険薬局間の電話対応でのみ
行っていたため，処方変更内容がカルテに反映さ
れていない事例が散見された．そのため，ほとん
どの医師から同意が得られるような処方内容に関
する問い合わせが繰り返し行われるなど，疑義照
会にかかわる業務負担が処方医師，保険薬局とも
に大きく，患者の待ち時間の増加や適正な処方管
理上においても問題と考えられた．そこで，先行
して運用を行っている大学病院での例 8）を参考
に，院内で事前に同意が得られた項目を院外処方
せんにおける疑義照会簡素化項目として設定し，
処方内容が変更された場合の当院薬剤師による処
方歴の代行修正，残薬調整が行われた後のトレー
シングレポートによる報告までを含めた「疑義照
会簡素化プロトコール」を作成し，合意を得た保
険薬局との間で 2016 年 9 月から運用を開始した．
今回，プロトコールの運用状況を評価するととも
に改善点について検討するため，変更された院外
処方せんの内容に関する調査と処方医師および保
険薬局を対象としたアンケート調査を実施した．

方　　法

1．�疑義照会簡素化プロトコールの作成と運用の
流れ

事前の合意に基づく院外処方せんにおける疑義
照会簡素化項目として，院内の執行部会議等での
修正・了承を経て，最終的に 14 項目を決定した

（表 1）．2016 年 8 月に保険薬局に対する説明会
を開催し，希望する 9 薬局（近隣 8 薬局および近
隣以外の 1 薬局）の代表者と当院病院長との間で
合意を締結し，同年 9 月より運用を開始した．な
お，プロトコールに基づき処方変更を行う場合は，
必ず患者に説明し同意を得ることとした．

プロトコールを用いた当院における疑義照会の
流れについて以下に示す．処方内容に疑義がある
際は，プロトコール合意締結薬局においては疑義
の内容がプロトコールに含まれるかを確認し，プ
ロトコールに含まれる場合は，プロトコールに基
づく変更であることがわかるように当院指定のス
タンプを処方せんに押し，変更内容を処方せんに
記載する．変更内容を記載した処方せんは当院医
事課に FAX 送信され，医事課でスキャンされ電
子カルテに貼付される．最後に，当院の薬剤師が
変更内容に従い当該処方の処方歴の修正を行い，
その旨をカルテに記載する．また，プロトコール
に基づかない通常の疑義照会の場合は，処方医師
に直接電話で問い合わせすることになるが，変更
があった場合は変更内容を記載した処方せんを
FAX 返信することとなっている．その後の流れ
はプロトコールに基づく変更と同様である．なお，
疑義照会しても変更にならなかった処方せんにつ
いて FAX 返信は不要としている．

プロトコールに基づき残薬調整が行われた場合
は，残薬が生じた理由に関してトレーシングレ
ポートを用いた情報提供を必須とした．FAX 送
信されたトレーシングレポートは，変更内容を記
載した処方せん同様に医事課でスキャンされカル
テに貼付される．さらに当院の薬剤師が必要に応
じてトレーシングレポート貼付の旨や，その内容
に関するカルテ記載を行い処方医師に注意を促し
ている．作成したプロトコールおよびトレーシン
グレポートは，当院薬剤部のホームページ（http://
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www.hosp.kobe-u.ac.jp/yakuzai/Pharm/index1.htm ）
から参照可能とした．なお，プロトコールを新規
に締結する場合は，保険薬局向けの説明会への参
加を必須としており，2017 年 4 月までは随時，
新規薬局の受付を行っていたが，現在は業務効率
化のため説明会の開催は年 1 回としている．

2．疑義照会簡素化プロトコール運用の評価
プロトコールの運用効果を評価するため，2016

年 9 月～2017 年 2 月に発行した院外処方せんの
うち，当院に FAX 送信された変更処方せんを用
いた調査を行った．まず，処方変更件数をプロト
コールに基づく変更と通常の疑義照会による変更
に分けて集計を行った．その際，通常の疑義照会
件数を合意締結薬局とその他の保険薬局で分類し
た．さらに 2016 年 9 月と 2017 年 1 月発行の院外
処方せんのうち，プロトコールに基づく変更の内
訳を，表 1に示す ｢薬剤変更｣，｢調剤方法の変更」，
｢日数適正化｣，｢用法追記｣，｢残薬調整｣ の 5 つ
に分類し集計した．

3．アンケート調査 
合意を締結していた 9 保険薬局のうち，当院の

病診薬連携研修会に参加した近隣の 8 保険薬局
と，当院の外来担当医師（36 診療科，377 人）
を対象としたアンケート調査を 2017 年 1 月～
2017 年 2 月にかけて実施した．アンケートの方
法は，保険薬局に対しては 2017 年 1 月 27 日開催
の研修会時に 1 薬局に対し 1 枚アンケートの調査
票および回答用紙を配布し，後日 FAX にて回答
を回収した．医師に対するアンケートは，全 36

診療科の秘書を介して外来担当医師へ配布し，回
収を行った．

保険薬局に対する調査項目は，「プロトコール
の運用開始前後（2016 年 6 月および 2017 年 1 月）
における業務量の変化」や「残薬調整件数の変化」
等である．外来担当医師に対する調査項目は，「プ
ロトコールや院内薬剤師による処方歴の修正」や

「トレーシングレポート」に関する周知度，「保険
薬局からの問い合わせ件数の変化（プロトコール
運用前後における 1 日あたりの問い合わせ件数）」
等である．また，いずれのアンケート回答用紙に
も，プロトコールやトレーシングレポートに関す
る自由記載欄を設けた．

（A）薬剤変更
① 成分名が同一の銘柄変更（先発医薬品同士でも可能）
② 剤形の変更（クリーム剤から軟膏剤への変更は不可，またその逆も不可）
③ 別規格製剤がある場合の処方規格の変更
④ 湿布薬や軟膏での規格変更
⑤ 服用歴のある配合剤が単剤の組み合わせに変更された場合に元の配合剤へ変更すること
⑥  服用歴のある配合剤あるいは単剤が院内採用されていないために，配合剤の成分の片方が同効薬へ変更されたと判断できた

場合に元の配合剤へ変更すること
⑦ 抗菌薬の併用の有無によるビオフェルミンからビオフェルミン R への変更，またはその逆
⑧ 消炎鎮痛外用剤におけるパップ剤からテープ剤への変更，またはその逆

（B）調剤方法の変更
⑨ 半割や粉砕すること
⑩ 一包化調剤すること

（C）日数適正化
⑪  DPP-4 阻害薬の週 1 回製剤，あるいはビスホスホネート製剤の週 1 回，月 1 回製剤が連日投与のほかの処方薬と同一日数で

処方されている場合の処方日数の適正化
⑫  「1 日おきに服用」と指示された処方薬が，連日投与のほかの処方薬と同一日数で処方にされている場合の処方日数の適正化

（D）用法追記
⑬  内用薬の用法が頓服あるいは回数指定で処方せんに記載があり，具体的な用法が口頭で指示されている場合の用法の追記

（E）残薬調整
⑭  継続処方された処方薬に残薬があるため投与日数を短縮して調剤すること（必ずトレーシングレポートを用いて，残薬が生

じた理由を情報提供すること）

表 1　疑義照会簡素化プロトコールにおける 14 項目の分類
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4．統計解析
結果は，平均 ± 標準偏差で表した．2 群間の平

均値の差の検定には，等分散が仮定できる場合に
はpaired t-testを用い，両側危険率5％未満（P < 0.05）
を統計学的に有意差ありとした．

結　　果

1．院外処方箋における変更件数とその内容
図1に示すように，当院の院外処方せんの発行

枚数は 1 カ月あたり 15,000 枚前後でほぼ一定で推
移していた．変更が行われた処方せん件数はプロ
トコール開始時の 2016 年 9 月と 10 月ではそれぞ
れ 993 件（月々の院外処方せん全発行総枚数の

6.4％）と 1,153 件（全体の 7.4％）であったが，そ
の後は減少しプロトコール開始 5 カ月後の 2017 年
2 月では，565 件（全体の 3.8％）と開始当初と比
較して 57％まで減少していた．さらに，いずれの
月でもプロトコールに基づく変更は全体の変更の
半数程度で，6 カ月の月平均は 47％であった．

プロトコールに基づき処方変更された内容の内訳
について，運用開始直後の 2016 年 9 月と運用が定
着してきたと考えられる 4 カ月後の 2017 年 1 月で
比較した（図 2）．9 月の変更内容は薬剤変更が
52％を占め，次いで調剤方法の変更（21％）と続き，
その他に残薬調整（12％），用法追記（10％），日
数適正化（5％）であった．一方，1 月の変更内容は，
9 月と同様に薬剤変更が 52％を占めたが，次いで残

図 1　院外処方せん変更件数の推移
■ 疑義照会（その他薬局）　■ 疑義照会（合意締結薬局）　■ プロトコール

図 2　プロトコールに基づく処方変更内容の内訳
（A）2016 年 9 月（n = 467）　　（B）2017 年 1 月（n = 337）

Ａ Ｂ
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薬調整が 26％と 9 月に比べて割合が増加していた．
当院ではプロトコールに基づき残薬調整を行っ

た際には，残薬が生じた理由をトレーシングレ
ポートにより処方医師へ情報提供することを必須
としている．2017 年 1 月に残薬調整が行われた
88 件中 37 件のトレーシングレポートに残薬が生
じた理由の詳細が記載されており，理由としては
処方日数と次回受診日までの日数の相違が最も多
く（47％），飲み忘れ（22％），頓服 / 自己調節（16％）
等と続いた．また，他院との重複のためや，症状
が改善したためなど，保険薬局で患者との面談の
結果得られた情報に基づく調整理由もあった．

2．アンケート調査
近隣の 8 保険薬局を対象に行った調査では，す

べての薬局から回答が得られた．プロトコールの
運用開始前後における業務量の変化については，
すべての薬局がプロトコールの開始に伴い，業務
量が軽減したと回答した．さらに，残薬調整件数
やこれに伴う算定件数にも有意な増加（P = 0.014

と 0.007）が認められた（表 2）．
外来担当医師を対象としたアンケート調査で

は，アンケート調査の対象となる 36 診療科，377

人中の 24 診療科，計 149 人の医師から回答を得
た（図 3）．「疑義照会簡素化プロトコールの開始」
および「薬剤師による処方歴修正」については，

『知っている』・『聞いたことがある』という回答
を合わせると，それぞれ 33％と 48％であった．
また，回答した外来担当医師の半数以上が「業務
の負担」が，『大いに軽減している』・『少し軽減し
ている』と回答し，保険薬局から医師への問い合
わせ件数に関する回答も 2.4 ± 0.2 件から 1.2 ± 0.1

件へと有意に減少（P < 0.001）していた（表 2）．
一方，「トレーシングレポートの開始」について，

『知っている』・『聞いたことはある』という回答は，
合わせて 17.5％と低かったが，「トレーシングレ
ポートを活用したいか」という質問に対しては，

『積極的に活用したい』（32.5％），『どちらかとい
えば活用したい』（50.3％）と，合わせて 8 割以
上の医師から肯定的な回答が得られた（図 3）．

自由記載欄の内容について表 3に示す．プロト
コールの追加項目の要望が，保険薬局と外来担当
医師の双方から挙げられた．また，外来担当医師
からはトレーシングレポートの運用法やトレーシ
ングレポートで提供を希望する情報等について要
望が挙げられた．

図 3　外来担当医師を対象としたアンケート調査の結果（n = 149）
（A），（B），（D)　■ 知っている　■ 聞いたことはある　■ 知らない，（C）■ 大いに軽減　■ 少し軽減　■ 変わらない　■ 少し
増加した　■ 無回答，（E）■ 積極的に活用したい　■ どちらかといえば活用したい　■ 活用したいとは思わない　■ 電話が良い．

調査項目 運用開始前 運用開始後 P 値

保険薬局（n = 8）
残薬調整件数（件 / 月） 7.7 ± 2.4 10.7 ± 1.8 0.014

残薬に伴う算定件数（件 / 月） 5.3 ± 1.4 8.0 ± 1.7 0.007

外来担当医師（n = 149） 問い合わせ件数（件 / 日） 2.4 ± 0.2 1.2 ± 0.1 < 0.001

平均 ± 標準偏差．Paired t-test.

表 2　保険薬局と外来担当医師へのアンケート調査
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考　　察

当院の「疑義照会簡素化プロトコール」では，
処方変更となった場合に処方歴を院内の薬剤師が
代行修正する取り決めとなっている．当院に
FAX 送信された変更処方せんを調査した結果，
疑義照会により変更となった件数は，運用を開始
した2016年9月では993件，10月では1,153件あっ
たが，その後徐々に減少し，5 カ月後には 565 件
と開始時の 57％まで減少した．これは，院内の
薬剤師が処方歴の修正を開始したことにより，正
確な処方歴が次回の処方内容へ反映されるように
なったためと考えられ，院外処方せんの疑義照会
に係る業務の軽減化に寄与していることが明らか
となった．また，変更前の処方内容が繰り返し処
方されることが少なくなることで，今後，患者の
薬物療法の適正化と安全管理においても効果が期
待される．さらに，調査対象のいずれの月におい
ても全変更件数のうち，プロトコールに基づく変
更件数が約半数を占めていた．従って，疑義照会
簡素化プロトコールの運用により，疑義照会の結
果，処方変更となる業務の約半分は簡略化され，

医師や保険薬局の負担軽減に寄与していると考え
られる．また，プロトコールによる変更は医師へ
問い合わせを行っていないことから，疑義照会簡
素化プロトコールに該当する患者は通常の疑義照
会を行っていた場合に比べて，問い合わせに係る
待ち時間の短縮など，患者の利益にも貢献してい
ると考えられる．

一方，プロトコールに基づく処方変更件数は運
用開始 5 カ月後でも極端に減少していなかった．当
院では，プロトコールに該当する項目のうち，成分
名が同一の銘柄変更や規格・剤形変更の項目で該
当薬剤が院外採用薬としてマスタ登録されていな
い場合は，修正を行っていない．また，残薬調整
に関する項目でも，処方日数の変更や処方歴から
特定の薬剤を削除することは，次回の処方時に Do

処方が行われた際に問題となるリスクがあることか
ら修正を行っていない．これらの項目はプロトコー
ルによる変更の上位を占めるため，プロトコールに
基づく処方変更が運用開始 5 カ月後も極端に減少
しない理由と考えられる．処方歴の修正やトレーシ
ングレポートへの対応は当院の薬剤師が担当して
おり，運用開始後 9 カ月経過した現在でも，1 日あ

（A）プロトコールに関する追加の要望

保険薬局

・後発医薬品から先発医薬品へ変更すること
・漢方の用法（食前 or 食後）など，患者との相談で判断できる内容
・ 添付文書と用法が異なる薬剤に関する内容（プロトンポンプ阻害薬やビタミン剤の漫然投与， 

抗ヒスタミン薬の用法，外用薬の投与部位など）

外来担当医師

・点眼薬の不足本数を追加して調剤すること
・外用薬の用法の詳細に関すること
・漢方薬の用法（食前 or 食後）に関すること
・処方薬を類薬（同効薬）へ変更すること
・メトクロプラミドが食後で処方されている場合に食前へ変更すること

（B）トレーシングレポート（TR）の活用について
薬局 ・TR を書いても次回の処方に反映されていなかったため，医師に内容が伝わっているか不安である

外来担当医師

・電話だと聞きたいことが聞けるためよいが，外来中だと電話連絡は負担になることもある
・TR がスキャンされていることがわかるようにアラートが出るようにしてほしい
・次回来院時に TR があるというお知らせが出るようにしてほしい
・TR も使いたいが，電話のほうが良い
・TR の紙ベースでの報告がほしい

（C）トレーシングレポートで提供してほしい情報

外来担当医師

・問題となる可能性のある薬剤の指摘や注意喚起　
・服薬コンプライアンスに関する情報
・患者の薬剤への不満点
・在庫がない薬剤に関する情報（薬局に薬剤が届くまで 1～2 日かかる場合もあるため）
・他院も含めた患者が内服している全ての処方薬の内容や薬歴
・処方薬から後発品へ変更された場合の薬剤名

表 3　アンケートの自由記載（抜粋）
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たり延 30 分から 1 時間程度の業務負担になってい
るが，病院薬剤部がこのように院外処方せんへの
対応に積極的にかかわることは，地域医療連携の
取り組みの 1 つとしても重要と考える．

疑義照会簡素化プロトコールの運用を近隣薬局
との合意の下，先行して行っている大学病院の結
果 8）と比較すると，当院の特徴として全体の処方
変更に占めるプロトコールに基づく変更の割合が
高い．また変更内容としても，薬剤変更に次いで
調剤方法の変更や用法追記，日数適正化などの割
合が高いことが挙げられる．さらに，残薬調整の
割合は運用開始直後では変更件数全体の 12％で
あったが，運用開始 4 カ月後には 26％まで増加
していたことは興味深い結果である．保険薬局を
対象としたアンケート調査の結果でも，一薬局あ
たりの残薬調整件数は平均 7.7件/月から 10.7件/月
に，絶対数としては少ないものの有意に増加して
いた．このことは，残薬調整が簡素化プロトコー
ルに含まれたために残薬調整をしやすくなったこ
とに加えて，2016 年 4 月の残薬調整に関する処
方せん様式の変更とも呼応して，保険薬局におい
て残薬調整に積極的に取り組む姿勢が反映された
ものと考えられる．残薬調整に関する疑義照会は，
1 件あたり 2,053 円の薬剤費節減効果をもたらす
という報告 9）もあり，疑義照会簡素化プロトコー
ルを用いて，保険薬局で残薬調整を行いやすい環
境とすることは医療経済的にも意義深いと考えら
れる．しかし，単に残薬に合わせて薬剤数を調整
するという行為よりも，むしろ残薬が生じた理由
の把握と，残薬を生じさせないための薬剤師とし
ての介入のほうがより重要である．当院では，プ
ロトコールに基づき残薬調整を行った場合は，ト
レーシングレポートによる残薬調整が生じた理由
の情報提供を必須としている．しかし，「残薬が
あるため」との簡単な記載が多く，2017 年 1 月
に残薬調整が行われた 88 件のうち，詳細な理由
が記載されたものは 37 件に過ぎなかった．この
結果を踏まえ，残薬が生じた理由や残薬を回避す
るための措置，医師への提案（変更や中止）等の
情報伝達を行いやすくするため，これらをチェッ
ク項目として設定したトレーシングレポートの改
訂を 2017 年 4 月に行っている．

外来担当医師を対象としたアンケートの結果で
は，5 割強の医師が疑義照会に関する業務の負担
軽減を実感しており，プロトコールの追加項目に
ついても要望が寄せられたことから，プロトコー
ルに対する期待度の高さを伺い知ることができ
た．また我々は，トレーシングレポートはポリ
ファーマシー是正のためのツールとしても有効と
考えており，情報提供記載欄にポリファーマシー
に関する分類を設けている．保険薬局では，プロ
トコールの活用により生じた時間とトレーシング
レポートを活用して，不適切処方やポリファーマ
シーの是正などといった対人業務の充実につなげ
ていただきたいと考える．

保険薬局および処方医師からの追加項目につい
ての要望を集約し，2017 年 4 月に以下の 3 項目を
追加した改訂プロトコールを作成した．（1）ビス
ホスホネート製剤（内用薬）の用法が「起床時」
以外の場合に「起床時」へ変更すること，（2） 「食
後」で処方されている漢方薬，エイコサペンタエ
ン酸（eicosapentaenoic acid: EPA）製剤，EPA・ド
コサヘキサエン酸（docosahexaenoic acid: DHA）
製剤，メトクロプラミド，ドンペリドンについて，通
常の疑義照会で一度は「食後」の投与を行うと確
認が取れている場合に，「食後」投与とすること，（3） 

点眼薬について，処方の用法と数量では次回受診日
までに本数が不足すると判断される場合に処方数を
適正化すること，である．プロトンポンプ阻害薬や
ビタミン剤は添付文書上，投与期間の上限の設定や
漫然と使用すべきでない，などの文言が記載されて
いる．これらの薬剤が長期に処方されている場合に
ついても，保険薬局からは疑義照会簡略化プロト
コール項目への追加の要望が挙げられたが，適応や
保険医療機関および保険医療担当規則と照らし合わ
せて，薬剤師が通常の疑義照会をすることが適切と
考えられるものはプロトコールに含めることはでき
ないと判断した．また，外来診察時にトレーシング
レポートの確認し忘れを防ぐためのアラートのシス
テム等も医師から要望が挙げられたが，電子カルテ
のシステム改修が必要となるため現状では困難で，
今後システム更新の際に考慮すべき事項と考える．

疑義照会に関する問題点として，図1に示すよ
うに当院に FAX 送信された処方変更の約 9 割は，
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プロトコールを締結する薬局で行われており，その
他の薬局での変更は全体の 1 割以下に過ぎないこ
とが挙げられる．プロトコールの運用開始前に行っ
た調査では，当院発行の院外処方せんの約 7 割が
近隣9薬局（うち1薬局はプロトコールの締結を行っ
ていない）で応需されており，これを考慮すると近
隣薬局と面対応薬局との間で疑義照会率に大きな
差があると言える．これは先行する大学病院での
結果 8）とも一致するものである．当院においても近
隣薬局との連携に加え，その他の応需薬局との連
携方法を早急に検討していく必要があると考える．

当院の医師を対象としたアンケート調査の結果で
は，一部電話での情報提供のほうが良いという意見
もあったが，8 割以上の医師がトレーシングレポー
トを活用したいと回答しており，トレーシングレポー
トに対する期待は非常に高いことが示された．特に，
保険薬局薬剤師が入手した患者の服薬コンプライ
アンスや他院での処方状況など，薬物治療に関連
する患者情報の処方医師への提供が希望されてい
た．今後，地域医療連携を強化していくためには，
病院薬剤師と保険薬局薬剤師が相互の業務につい
て理解を深め，共にレベルアップしていくという姿
勢とともに，病院と保険薬局・診療所など地域の医
療施設との薬物治療に関する患者情報の共有化に，
病院薬剤師の果たす役割が重要と考える．

以上，疑義照会簡素化プロトコールの運用は疑
義照会に伴う業務の効率化に非常に有効であるこ
とが示された．今後，このような PBPM を活用し
ながら，地域の医療スタッフが連携し，より深く
患者の薬物治療にかかわっていくチーム医療にシ
フトしていくことが重要と考える．
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